
○
不
法
投
棄

　

不
法
投
棄
と
は
、
廃
棄
物
（
ご

み
）
を
適
正
に
処
理
せ
ず
、
み
だ

り
に
道
路
や
山
林
、
空
き
地
な
ど

に
捨
て
る
も
し
く
は
埋
め
立
て
る

不
法
行
為
の
こ
と
で
す
（
自
宅
敷

地
内
で
あ
っ
て
も
処
罰
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
）
。

　

町
内
各
所
に
お
い
て
も
、
タ
イ

ヤ
、
家
電
製
品
、
生
活
用
品
な

ど
、
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
た
も
の

と
み
ら
れ
る
一
般
廃
棄
物
の
ほ

か
、
企
業
の
事
業
活
動
か
ら
排
出

さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
産
業
廃
棄
物

が
不
法
投
棄
さ
れ
て
い
る
事
案

が
、
数
多
く
発
生
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
行
為
は
、
美
観
を
損

な
う
だ
け
で
な
く
、
生
活
環
境
や

自
然
環
境
を
悪
化
さ
せ
、
さ
ら
に

は
、
水
質
や
土
壌
の
汚
染
の
要
因

に
も
な
り
ま
す
。
絶
対
に
行
わ
な

い
で
く
だ
さ
い
。

○
不
法
焼
却

　

不
法
焼
却
と
は
、
畑
や
空
き
地

な
ど
で
、
地
面
に
穴
を
掘
っ
た

り
、
ド
ラ
ム
缶
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
で
作
っ
た
簡
易
焼

却
炉
な
ど
を
利
用
し
て
廃
棄
物

（
ご
み
）
な
ど
を
焼
却
す
る
不
法

行
為
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
不
法
焼
却
に
つ
い
て
も
、

残
念
な
が
ら
町
内
各
所
に
お
い
て

数
多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

不
法
焼
却
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

や
有
害
物
質
の
発
生
原
因
に
な
る

だ
け
で
は
な
く
、
煙
や
悪
臭
で
周

辺
住
民
の
生
活
環
境
を
悪
化
さ

せ
、
さ
ら
に
は
火
災
に
発
展
し
か

ね
な
い
不
法
行
為
で
す
。
絶
対
に

行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

道
で
は
、
以
前
よ
り
道
有
林
内

の
林
道
周
辺
に
ゴ
ミ
の
不
法
投
棄

が
頻
発
し
て
い
る
た
め
、
定
期
的

な
巡
視
や
監
視
カ
メ
ラ
の
設
置
な

ど
、
警
察
等
と
連
携
し
、
不
法
投

棄
の
防
止
対
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

特
に
10

月
は
、
重
点
的
巡
視
路

線
の
巡
回
を
強
化
し
、
悪
質
な
行

為
に
対
し
て
は
、
厳
し
く
対
応
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
現
場
を
見
た
り
、
廃

棄
物
（
ご
み
）
を
発
見
し
た
場
合

は
、
通
報
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
八
雲
警
察
署

　

刑
事
・
生
活
安
全
課

　

☎
0
1
3
7
│
64
│
2
1
1
0

・
渡
島
総
合
振
興
局
環
境
生
活
課

　

☎
0
1
3
8
│
47
│
9
4
3
8

・
渡
島
総
合
振
興
局

　
　
　
　
　

東
部
森
林
室
管
理
課

　

☎
0
1
3
8
│
83
│
7
2
8
2

・
八
雲
町
役
場
環
境
水
道
課

環
境
衛
生
係

　

☎
0
1
3
7
│
63
│
2
0
2
0

　

資
源
ご
み
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
推

進
し
、
ご
み
の
減
量
化
を
図
る
た

め
、
町
内
会
や
子
ど
も
会
な
ど
の

住
民
団
体
ま
た
は
法
人
格
を
持
つ

非
営
利
団
体
が
自
発
的
に
実
施
し

て
い
る
資
源
ご
み
集
団
回
収
活
動

に
対
す
る
助
成
制
度
で
す
。

（
第
2
回
目
は
4
月
の
予
定
で
す
）

【
申
請
期
間
】

　

10

月
31

日
（
火
）
ま
で

【
助
成
対
象
】

　

営
利
を
目
的
と
し
な
い
住
民
団

体
な
ど
（
個
人
は
除
く
）
が
、
八

雲
町
内
に
お
い
て
今
年
4
月
〜
9

月
ま
で
の
間
に
集
団
回
収
し
た

資
源
ご
み
（
空
き
瓶
、
空
き
缶
、

古
紙
、
紙
パ
ッ
ク
な
ど
）
で
、
古

物
商
な
ど
へ
売
却
し
た
も
の
。

【
助
成
金
額
】

　

売
却
し
た
資
源
ご
み
の
重
量

1
㎏
あ
た
り
3
円

【
手
続
き
】

　

各
団
体
よ
り
町
へ
申
請
書
（
売

却
し
た
際
の
伝
票
原
本
添
付
）
を

提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま

た
、
法
人
格
を
持
つ
非
営
利
団
体

は
「
資
源
ご
み
回
収
活
動
計
画

書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
す
で
に
提
出
済
み
の
場
合
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
）
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
環
境
水
道
課
環
境
衛
生
係　
　

　

☎
0
1
3
7
│
63
│
2
0
2
0

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

　

☎
0
1
3
9
8
│
2
│
3
1
1
1

不
法
投
棄
・
焼
却
は

　
　
　
　

犯
罪
行
為
で
す

道
有
林
で
の
対
応

通
報
を
お
願
い
し
ま
す

消防本部からのお知らせ

『火の用心　ことばを形に　習慣に』を統一標

語に、全道秋の火災予防運動が実施されます。

　また、町内会、地域で防火懇談会や消火訓練

を希望される場合は、下記までご連絡ください。

【予防運動期間】10月15日（日）～31日（火）

【防災無線による広報（熊石地域）】

　10月15日、23日、31日に広報を行います。

【問い合わせ先】

八雲町消防本部八雲消防署予防第１・２係

10137－63－2686

熊石消防署予防係　101398－2－3393

秋の
火災予防運動の

実施

不
法
投
棄
・
不
法
焼
却
は
法
律
で

禁
止
さ
れ
て
い
る
た
め
、
絶
対
に

行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
Y不

法
投
棄
・
不
法
焼
却
は
、「
廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
」
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
行
っ
た
場
合

は
、
5
年
以
下
の
懲
役
も
し
く

は
1
，
0
0
0
万
円
以
下
（
法

人
の
場
合
は
３
億
円
以
下
）
の

罰
金
が
科
せ
ら
れ
、
ま
た
は
併

科
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

第
一
回
目
の
申
請
受
付
中

資
源
ご
み
集
団
回
収
活
動

助
成
制
度
に
つ
い
て
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